
熱海市最低制限価格取扱要領 

（目的） 

第１条 この要領は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）

第１６７条の１０第２項（施行令１６７条の１３により準用する場合を含む。以下同じ。）の

規定に基づき、落札者を決定する競争入札に関し、同令及び熱海市契約規則（平成２０年規

則第１６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（最低制限価格の設定） 

第２条 規則第１１条第１項の規定による最低制限価格の設定は、一般競争入札及び指名競争

入札により次に掲げる契約を締結しようとする場合に限り行うことができる。 

（１） 次に掲げる契約 

  ア 設計価格が５，０００万円未満の建設工事の請負契約 

  イ 製造の請負契約 

  ウ 建設工事に関連する業務委託の請負契約 

  エ 前各号の契約における設計金額の積算方法に準じて積算することとなる契約 

（２） 次に掲げる業務委託の契約 

  ア 建物総合管理業務委託 

  イ 建物清掃業務委託 

  ウ 機械警備を除く警備業務委託 

  エ 学校給食業務委託 

  オ 公園・緑地等に係る次に掲げる維持管理業務委託 

（ア） 緑地管理 

（イ） 除草 

（ウ） 樹木管理 

（エ） 樹木等害虫駆除 

カ 車両運行業務委託 

キ 交通誘導業務委託 

ク 駐車場又は駐輪場管理業務委託 

ケ 受付又は電話受付業務委託 

コ その他市長が必要と認める業務委託 



（最低制限価格） 

第３条 前条第１号の契約に係る最低制限価格は、熱海市建設工事に係る低入札価格調査制度

要領（昭和１８年４月１日施行）第３条に規定する調査基準価格の設定により算出した額と

する。 

２ 前条第２号の契約に係る最低制限価格は、予定価格（税抜き）に、予定価格算出の基礎と

なった次に掲げる額の合計額に、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定による消費税

の額及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の額に相当する額を

加算して得た額を予定価格で除して得た割合（その割合が予定価格に１０分の９．２を超える

場合にあっては１０分の９．２とし、１０分の７．５に満たない場合にあっては１０分の７．

５とする。）を乗じて得た額とする。 

（１） 直接人件費の額 

（２） 直接人件費の額以外の額に１０分の５を乗じて得た額 

３ 前項の規定にかかわらず、市長が同項の規定により最低制限価格を定めることが適当では

ないと認めるときは、予定価格に１０分の７．５から１０分の９．２の範囲内において市長が

別に定める割合を乗じて得た額を最低制限価格とすることができる。 

（入札の公告） 

第４条 市長は、規則第１１条第２項の規定より規則第７条の規定による公告において最低制

限価格の設定を行っている旨を明示するものとする。 

（１） 地方自治法施行令１６７条の１０第２項の規定の適用があること。 

（２） 最低制限価格に満たない価格で申込をした者は、再度の入札に参加することができな

いこと。 

（入札の執行） 

第５条 第２条に係る入札において開札の結果、最低制限価格を下回る入札が行われたときは、

当該入札を行った者を失格とし、落札者としないものとする。 

（入札結果の報告） 

第６条 市長は、前条の決定を行った場合、入札結果表等に当該入札を行った者を「失格」と

決定した旨を記載するものとする。 

（雑則） 

第７条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 



   附 則 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 


